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令和 3年度 第 1回 上越市スポーツ推進審議会 次第 

 

日 時  令和 3年 6月 29日（火）午後 2時から 

会 場  上越市市民プラザ 第 1会議室     

 

 

 １ 開   会 

 

 ２ 任命書交付 

 

３ あ い さ つ  上越市教育委員会 教育長 早川 義裕 

 

４ 自己紹介 

 

５ スポーツ推進審議会について 

 

６ 第 2次上越市総合教育プランについて 

 

７ 委員長及び副委員長の選出 

 

８ 議 題 

⑴ 令和 2年度の実績及び令和 3年度の取組について 

 

９ そ の 他 

 ⑴ 運動部活動改革の取組について（部活動指導員） 

 ⑵ 令和 3年度スポーツ推進審議会の日程（案） 

 

10 閉   会 

 

 



上越市スポーツ推進審議会委員 

 

№ 氏  名 選出区分 備  考 

1 土 田 了 輔 
スポーツに関する 

学識経験のある者 
国立大学法人上越教育大学 再 任 

2 加 藤 徹 男 

関係行政機関の職員 

新潟県高等学校体育連盟 再 任 

3 相 澤   顕 上越市中学校校長会 新 任 

4 星 野 浩 一 上越市小学校校長会 新 任 

5 熊 木 博 幸 スポーツを実践し 

その活動に顕著な 

実績が認められる者 

上越バレーボール協会 新 任 

6 市 川 重 雄 上越市バスケットボール協会 新 任 

7 髙 橋 正 弘 

スポーツ団体の 

代表者 

一般財団法人 

上越市スポーツ協会 
再 任 

8 春 日 清 美 上越市レクリエーション協会 再 任 

9 齋 藤 隆 雄 上越市スポーツ少年団 再 任 

10 市 川 康 男 
上越総合型地域スポーツ 

クラブネットワーク 
新 任 

11 竹 内 昭 彦 さとまるスポーツクラブ 再 任 

12 川 澄 陽 子 上越市身体障害者連絡協議会 再 任 

13 和 栗 勝 美 上越市スポーツ推進委員会 再 任 

14 長 﨑 郷 一 
その他教育委員会が

必要と認める者 
上越市運動普及推進員協議会 再 任 

 



○上越市スポーツ推進審議会条例 

昭和 46年 4月 29日 

条例第 48号 

(設置) 

第 1 条 スポーツ基本法(平成 23 年法律第 78 号。以下「法」という。)第 31 条の

規定に基づき、上越市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(委員) 

第 3条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。この場合において、

教育委員会は、市長の意見を聞かなければならない。 

(1) スポーツに関する学識経験のある者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) スポーツを実践し、その活動に顕著な実績が認められる者 

(4) スポーツ団体の代表者 

(5) 公募に応じた市民 

(6) その他教育委員会が必要と認める者 

3 前項第 2号の委員は、その職を辞したときは、委員を辞任するものとする。 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 審議会に委員長及び副委員長 1人を置き、委員の互選によってこれを定め

る。 

2 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

(所掌事項) 

第 2 条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる

事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。 

(1) 法第 10条第 1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。 

(2) 法第 35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。 

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。 

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。 

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。 

(6) スポーツ団体の育成に関すること。 

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。 

(8) スポーツによる事故防止に関すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。 

 

資料１ 



(会議) 

第 6条 審議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 3人以上の委員から会議に付議すべき事案を示して、審議会の招集について請求

があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

(報告) 

第 7条 委員長は、会議の結果を直ちに教育委員会に報告しなければならない。 

(報酬及び費用弁償) 

第 8条 委員が審議会に出席したときは、別に条例の定めるところにより報酬を支

給する。ただし、第 3条第 2項第 2号に該当する委員については、この限りでな

い。 

2 委員が職務のため旅行したときは、別に条例の定めるところによりその費用を

弁償する。 

(庶務) 

第 9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

(委任) 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教

育委員会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 23年条例第 42号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に改正前の上越市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前

条例」という。)第 4 条第 2 項の規定により任命されている上越市スポーツ振興

審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、

改正後の上越市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後条例」という。)第 3条第

2 項の規定により上越市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)の委員

として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみな

される者の任期は、改正後条例第 4条第 1項の規定にかかわらず、同日における

旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

3 この条例の施行の際現に改正前条例第 6 条第 1 項の規定により選任された旧審

議会の委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正

後条例第 5条第 1項の規定により新審議会の委員長又は副委員長として選任され

たものとみなす。 








